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わたしの

見てある記見てある記

　

現
在
お
手
元
に
あ
る
乳
幼
児
医

療
証
の
有
効
期
間
は
９
月　

日
ま

３０

で
で
す
。
医
療
証
の
継
続
の
た
め

に
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
て
、　

年
度
の
現
況
届
を
ま
だ

１９

提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
も
至
急
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
の
用
紙
は
６
月　

日
付

１４

け
で
、
現
在
受
給
中
の
方
へ
送
付

し
て
い
ま
す
。

新
た
に
受
給
の
対
象
に 

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
所
得
超
過
に
よ
り
、

乳
幼
児
医
療
費
助
成
や
児
童
手
当

の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
ご
家
庭

で
も
、　

年
度
（　

年
分
）
に
所

１９

１８

得
の
減
少
・
扶
養
家
族
の
増
加
・

国
民
年
金
か
ら
厚
生
年
金
へ
の
変

更
等
が
あ
っ
た
場
合
は
受
給
の
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

小
・
中
学
生
の
お
子
さ
ん
の
保

険
診
療
の
自
己
負
担
分
に
つ
い
て
、

そ
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
が　
１０

月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
た
だ
し
、

生
活
保
護
や
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

助
成
等
を
受
け
て
い
る
方
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

　

対
象
児
童
を
養
育
し
て
い
て
、

　

市
で
は
、
公
立
・
私
立
幼
稚
園

ま
た
は
幼
稚
園
類
似
施
設
に
通
園

し
て
い
る
市
内
在
住
の
園
児
の
保

護
者
に
対
し
、
世
帯
の
所
得
に
応

じ
て
保
育
料
を
減
免
ま
た
は
補
助

す
る
幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
、
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
さ
れ

た
方
は
、
至
急
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

対
象
区
分
と
減
免
補
助
（
園
児

一
人
当
た
り
）
の
予
定
額
は
下
表

の
通
り
で
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
子
育

て
支
援
係�
４
７
０
・
７
７
３
６

へ
。

　

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
市
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
ご
家
庭
に
対
し
て
、
教
育

費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
、
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
さ
れ

た
方
は
、
至
急
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

こ
の
制
度
を
受
け
ら
れ
る
ご
家

　月に約５万件のアクセスがある市のホームページに広告（バナー広告）

を掲載してみませんか。

　【基準】公共性と品位を損なわないもの。政治・宗教活動、意見広告と個
人宣伝などは除きます

　【規格】「扉のページ」上に、縦６０ピクセル、横１５０ピクセル。４キロバイ
ト以内。ＧＩＦ形式

　※広告デザインは広告主で作成となります。

　【募集枠】１枠
　【掲載期間】１１月から、１カ月単位で最長６カ月
　【掲載料】１枠当たり月２０，０００円
　申し込みは９月１４日（金）までに（消印有効）、所定の申込書（広報課

〈市役所２階〉で配布）に必要事項を記入の上、〒２０３－８５５５、市役所広

報課あて郵送を。電子メール（下記メールアドレス参照）、ファクス４７２・

１１３１または直接同課（市役所２階）へ持参も可。

　※申込書は市ホームページからも入手できます。

　詳しくは同課広報担当�４７０・７７０８へ。

　

就
業
構
造
基
本
調
査
は
、
国

に
お
け
る
就
業
・
不
就
業
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
、
全
国
お
よ

び
地
域
別
の
就
業
構
造
に
関
す

る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
の
対
象
は
、
国
の
全
世

帯
の
う
ち
か
ら
統
計
的
手
法
に

よ
り
選
定
し
た
約　

万
世
帯
で

４５

公立幼稚園減免額（年額）
小学校１・２年生の兄・
姉が１人いる世帯　※注２

小学校１・２年生の兄・
姉のいない世帯　※注１区　分

 （１９年度の市民税課税額） 第３子
以降第２子第１子第３子

以降第２子第１子

３２，０００円２６，０００円－６６，０００円３８，０００円２０，０００円

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税所得割非課税世帯

私立幼稚園等補助額（年額）

幼稚園類似
施設補助額
（市単独補助）

小学校１・２年生の兄・
姉が１人いる世帯　※注２

小学校１・２年生の兄・
姉のいない世帯　※注１区　分

（１９年度の市民税課税額) 第３子
以降第２子第１子第３子

以降第２子第１子

４５，１００円１７１，０００円１５７，０００円－２５７，０００円１８５，０００円１４１，９００円
生活保護世帯
市民税非課税世帯

３４，３００円１４４，０００円１２６，０００円－２５０，０００円１６２，０００円１０７，６００円市民税所得割非課税世帯

２６，３００円１２３，０００円１０３，０００円－２４５，０００円１４３，０００円　８１，７００円
市民税所得割課税額
３４，５００円以下の世帯

１８，５００円１０４，０００円　８１，０００円－２４０，０００円１２７，０００円　５７，５００円
市民税所得割課税額
３４，５０１円以上
１８３，０００円以下の世帯

※注１…小学校１・２年生の兄・姉のいない世帯の第１子、第２子、第３子以降とは、１人就園の場合およ
　　　　び同一世帯から２人以上就園している場合の最年長者、次年長者以降の園児のことです。
※注２…小学校１・２年生の兄・姉が１人いる世帯で、第２子とは小学校１・２年生を第１子として就園し
　　　　ている場合の最年長を、第３子とは小学校１・２年生を２人以上有している園児および同一世帯　
　　　　 から２人以上就園している場合の次年長の園児のことです。

　

所
得
制
限
（
下
表
参
照
）
を
確

認
の
上
、
新
た
に
対
象
と
な
る
方

は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
６
月
に
現
況
届
を
提
出

し
た
方
は
新
規
申
請
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
・
児
童
手
当

現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

　
【
乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
場
合
】

①
健
康
保
険
証
の
写
し
（
申
請
者

と
対
象
乳
幼
児
の
も
の
）
②
認
め

印
③　

年
１
月
２
日
以
降
に
東
久

１９

留
米
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、　
１９

年
１
月
１
日
在
住
の
市
区
町
村
の

発
行
す
る
「
平
成　

年
度
（
平
成

１９

　

年
分
）
所
得
証
明
書
」

１８
　
【
児
童
手
当
の
場
合
】①
健
康
保

険
証
の
写
し
（
受
給
者
の
も
の
）

②
受
給
者
名
義
の
銀
行
口
座
が
分

か
る
も
の
③
認
め
印
④　

年
１
月

１９

２
日
以
降
に
東
久
留
米
市
に
転
入

さ
れ
た
方
は
、　

年
１
月
１
日
在

１９

住
の
市
区
町
村
の
発
行
す
る
「
平

成　

年
度
（
平
成　

年
分
）
所
得

１９

１８

証
明
書
」

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課�
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。

ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、

所
得
制
限
を
確
認
の
上
（
左
表
参

照
）、必
要
書
類
を
揃
え
て
至
急
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

厚 生 年 金 ・
各種年金加入者

国民年金
加入者等

扶養親族等の数

５３２万円４６０万円０人

５７０万円４９８万円１人

６０８万円５３６万円２人

６４６万円５７４万円３人

６８４万円６１２万円４人

７２２万円６５０万円５人

乳幼児医療費助成・児童手当・義務教育
就学児医療費助成の１９年度（１８年分）所
得制限

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
健
康
保
険
証
の
写
し
（
申
請

者
と
対
象
児
童
の
も
の
）
②
認
め

印
③　

年
１
月
２
日
以
降
に
東
久

１９

留
米
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は　

年
１９

１
月
１
日
在
住
の
市
区
町
村
の
発

行
す
る
「
平
成　

年
度
（
平
成　

１９

１８

年
分
）
所
得
証
明
書

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課�
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。
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幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助
金

就
学
援
助
費

庭
は
、
お
子
さ
ん
と
同
居
す
る
方

全
員
が
次
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
（
１
）生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は

廃
止
を
受
け
た
方

　
（
２
）　

年
度
市
民
税
・
都
民
税

１９

が
非
課
税
の
方
、
固
定
資
産
税
や

国
民
年
金
な
ど
の
掛
金
等
が
減
免

の
方

　
（
３
）児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
る
方

　
（
４
）生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る

世
帯
（
準
要
保
護
）
で　

年
分
の

１８

世
帯
全
員
の
総
収
入
が
認
定
基
準

以
下
の
世
帯
の
方

　

詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係�
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

　

歳
以
上
の
世
帯
員
約
１
０
５

１５万
人
で
す
。

　

就
業
構
造
基
本
調
査
か
ら
得

ら
れ
る
デ
ー
タ
は
、
国
や
都
道

府
県
が
実
施
す
る
雇
用
政
策
や

経
済
政
策
な
ど
を
企
画
・
立
案

す
る
上
で
、
重
要
な
指
標
と
し

て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
は　

月
１
日
現
在
で
実

１０

施
さ
れ
ま
す
。
統
計
調
査
員
が

調
査
世
帯
へ
調
査
票
の
記
入
の

お
願
い
に
伺
っ
た
際
に
は
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
調
査
は
統
計
法
に
基
づ
い

て
実
施
さ
れ
る
国
の
貴
重
な
調

査
で
す
。
提
出
さ
れ
た
調
査
票

を
統
計
上
の
目
的
以
外
に
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
総
務
部
総
務
課�

４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　

今
年
も
市
内
各
所
で
夏
祭

り
や
盆
踊
り
が
開
催
さ
れ
、

そ
の
幾
つ
か
に
お
招
き
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
感

じ
ま
し
た
の
は
、
私
の
子
ど

も
時
代
と
の
違
い
で
し
た
。

　
 
夏
祭
り
や
盆
踊
り
は
「
非

日
常
」
で
あ
り
、
普
段
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
物

や
食
べ
物
が
並
び
、
親
か
ら

普
段
な
か
な
か
も
ら
え
な
い

小
遣
い
を
握
り
し
め
て
、
心

を
ウ
キ
ウ
キ
さ
せ
な
が
ら
会

場
に
向
か
っ
た
も
の
で
す
。

普
段
は
夜
外
出
す
る
こ
と
も

暗
い
中
で
友
人
と
会
う
こ
と

も
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う
し
た
非
日
常
の
経
験
の

数
々
を
今
で
も
鮮
明
に
思
い

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

現
代
社
会
で
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
物
質
的
に
も
小
遣

い
に
も
不
自
由
な
く
、
買
え

な
い
物
は
な
い
状
況
を
思
う

と
き
、
私
は
何
か
大
切
な
も

の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

「
時
代
が
変
わ
っ
た
」「
古
風

だ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
そ

う
で
す
が
、「
日
常
」
と
「
非

日
常
」
を
使
い
分
け
る
中
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
さ
せ
、

世
の
中
の
ル
ー
ル
を
学
び
と

ら
せ
、
大
人
と
子
ど
も
が
共

に
成
長
す
る
シ
ス
テ
ム
が
現

代
と
は
違
う
形
で
完
成
さ
れ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

 　
「
家
庭
の
子
育
て
力
」「
地

域
の
子
育
て
力
」
が
問
わ
れ

て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

過
去
に
も
学
び
な
が
ら
、
私

た
ち
が
置
い
て
き
て
し
ま
っ

た
古
き
良
き
時
代
の
シ
ス
テ

ム
の
再
構
築
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
…
。

申
請
し
て
い
な
い
方
は
お
早
め
に

早
め
に

申
請
を

※期間は１０月１日～２０年９月３０日。

※上記所得制限額未満の方が対象。

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

現況届が提出されないと…�
６月以降の児
童手当が受け
られません

１０月１日以降の乳
幼児医療証の交付
ができません

�

　

月
開
始

１０

就業構造基本調査
にご協力を

�広報課メールアドレス
koho@city.higashikurume.lg.jp


